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志摩市まちづくり基本条例 逐条解説 
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【前 文】 

私たちのまち志摩市は、全域が伊勢志摩国立公園に含まれる風光明媚な地域であり、雄大な

太平洋と波静かな英虞湾、的矢湾の豊かな海産物の恵みを受け、万葉の時代から「御食つ国（み

けつくに）」として栄えてきた歴史があります。この地域は、それぞれの地区が古くから生活

圏を共にし、日常的な交流が盛んであり、各地区には特徴ある祭りや伝統芸能が受け継がれ、

先人からの歴史や文化が今も息づいています。 

私たちは、様々な恵みをもたらす美しく豊かな自然や連綿と受け継がれた歴史と文化を守り、

継承し、それぞれの地区の特性を活かし、融合させながら、志摩市の個性として発揮していか

なければなりません。 

そして、志摩市に住む人が快適に暮らせるよう生活環境を整え、心身ともに健康で生きがい

を持てる、誰もが安全で安心に暮らせる「人にやさしいまちづくり」を進めていきます。また、

志摩市を訪れる人にも、志摩市の豊かで活気ある生活や「心のもてなし」を実感していただけ

るよう「住んでよし、訪れてよしの志摩市」の実現を目指していきます。 
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少子高齢化や地方分権が進展するなかで、志摩市総合計画を実現していくためには、志摩市

の自治は自己決定、自己責任を基本とした市民自治活動を促進し、市民が主体となるまちづく

りを進めなければなりません。そのために、市民に開かれたまちとして、情報の共有を推進し

ていきます。また、住民や自治会、ボランティア団体、ＮＰＯ法人等の市民と議会及び行政機

関がそれぞれの責務や役割を認識し、協働によるまちづくりを進めることが必要であります。 

私たちは、「補完性の原則」に基づき、「志摩のちから」を発揮し、市民一人一人が輝く、自

立したまちづくりを実践するために、志摩市まちづくり基本条例を制定します。 

 

 

 【解 説】 

 前文は条例制定の背景を述べ、志摩市が目指すまちづくりにおいて、市政運営の基本原則

とその仕組みを明らかにするとともに、この条例の制定趣旨を示したものです。 

 前段では、志摩市の特性を述べ、中段では、今後の志摩市が目指すべき姿を述べています。 

 後段では、市民、議会及び行政機関が「補完性の原則」に基づき、協働によるまちづくり

に取組むための指針として、この条例を制定する趣旨を述べています。 

 

 

＊ 「補完性の原則」 

家族や地域などの小さな単位で可能なことはそれぞれの単位が担い、その単位では不可能

若しくは非効率なものを、市町村や県、国などの大きな単位が行うという考え方です。 

個 人 → 家 族 → 地域など →  市  →  県  →  国  → 世 界 

 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、私たちのまち志摩市のまちづくりに関する基本的な事項を定め、地方自治

の本旨に基づき、自立したまちの実現を図ることを目的とする。 

 

 

 【解 説】 

  条例の目的を、憲法第92条に定める「地方自治の本旨」（住民自治・団体自治）を具現し、

「自立したまちの実現」であることを条文化し明らかにしています。 

 

 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 市  民     市内に住所を有する人（以下「住民」という。）、在勤又は在学する個人

及び市内で事業を営む者又は活動する団体等をいう。 

(2) 行政機関    市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産

評価審査委員会をいう。 

(3) 市       市議会（以下「議会」という。）及び行政機関で構成される地方公共団体

をいう。 

(4) 参  画   市民がまちづくりに主体的に参加し、活動することをいう。 
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(5) 協  働     市民、議会及び行政機関が対等の立場でそれぞれの役割及び責任を認識し、

共通するまちづくりの目的の実現に向け、連携、協力及び活動することを

いう。    

 

 

(基本原則) 

第3条 私たちのまちづくりは、次に掲げる基本原則によって推進するものとする。 

(1) 国籍、性別、年齢等にかかわらず、市民一人一人の人権が保障され、その個性及び能力

が十分に発揮されること。 

(2) 市民、議会及び行政機関がまちづくりに関する情報を互いに共有すること。 

(3) 市民の参画が保障されるとともに、市民、議会及び行政機関が協働すること。 

 

 

 【解 説】 

  志摩市のまちづくりを進めるうえで、重要となる「人権尊重」、「情報共有」、「参画・協働」

を規定しました。 

 

 

 (条例の位置付け) 

第4条 この条例は、志摩市のまちづくりの基本事項について定める最高規範であり、議会及び

行政機関は、他の条例等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しな

ければならない。 

 

 

 【解 説】 

  本条例が、まちづくりを進めるうえでの、最高規範であることを規定しました。 

  他の条例等を制定・改廃する場合、本条例の内容を尊重しなければならないことにより、

最高規範性を担保しています。 

 

 

 

 

 

 

第2章 市民 

（市民の権利） 

第5条 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利及びまちづくりに参画する権利を有する。 

 

 

 【解 説】 

  「知る権利」、「まちづくりに参画する権利」について規定しました。 
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(市民の責務) 

第6条 市民は、まちづくりの主体であり、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的にまちづく

りに参画するよう努めなければならない。 

2 市民は、前条の権利を行使するに当たり公共の福祉の増進に努め、次世代及び自然環境に配

慮し、人にやさしいまちづくりに努めなければならない。 

 

 

 【解 説】 

  市民は、まちづくりの担い手であることを自覚し、主体的、積極的に参画することを促し

ております。 

  自らの権利を行使するうえで、公共の福祉を享受する他の市民の権利を侵害しないよう、

かつ、今後の志摩市の発展にも配慮するよう規定しました。 

 

 

 

 

 

第3章 議会 

 (議会の役割と権限) 

第7条 議会は、市の意思決定機関であるとともに、市政運営を監視し、けん制する機能を有す

る。 

2 議会は、法令の定めるところにより、条例の制定及び改廃並びに予算の決定、決算の認定等

を議決するとともに、行政機関に対する検査、監査請求等の権限を有する。 

3 議会は、この条例の趣旨を踏まえ、市民の意思を市政に反映させるため、積極的にまちづく

りの推進に努めるものとする。 

 

 

【解 説】 

  議会が市の政策の意思決定を行う機関であることを明記し、地方自治法に基づき、様々な

権限を有することを例示しております。 

  また、本条例の趣旨である、協働によるまちづくりの主体として、議会の権能を十分発揮

し、まちづくりを推進していくことを規定しました。 

 

 

 (議会の責務) 

第8条 議会は、市民との情報共有を図り、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。 

2 議会は、行政活動を調査及び監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、政策形成機能

の強化とその活用に努めなければならない。 

 

 

【解 説】 

 議会は、地方分権に対応した自治の確立を図るためには、積極的な法務政策が求められて

おり、政策形成機能を強化し、その活用をすることを規定しました。 
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（議員の責務） 

第9条 議会議員は、市民の信託にこたえ、誠実に職務を遂行するとともに議会の責務を遂行す

るため、自己の研さんに努めなければならない。 

 

 

  【解説】 

   議会議員は、特定の地域や団体等の代表でなく、市民全体の代表として行動すべき旨を規

定し、また、第7条及び第8条に規定した議会の責務を果たすため、自ら資質の向上に努める

ことを規定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第4章 行政機関 

 (行政機関の責務) 

第10条 行政機関は、法令で定めるところにより、条例、予算、その他議会の議決に基づく事

務及び法令等に基づく事務を誠実に管理し、執行しなければならない。 

２ 行政機関は、個人情報の厳格な保護を前提とした積極的な情報の公開及び提供を推進し、

透明性を確保した公正で適正な行政活動を行うとともに、その説明責任を果たさなければな

らない。 

 

 

  【解 説】 

   行政機関の責務及び法令遵守義務について、明らかにしています。 

   協働によるまちづくりを推進する前提として、必要となる「情報公開･提供」、「説明責任」

を行政機関の責務として明記しました。 

 

 

（市長の責務） 

第11条 市長は、市の代表者として市の事務を管理し、これを執行する。 

２ 市長は、市民の信託にこたえ、この条例に基づき、公正かつ誠実に市政を執行しなければ

ならない。 

 

 

  【解 説】 

   市長は、市の代表者として、その地位や権限を選挙によって市民から与えられており、

その信託にこたえ地方自治の本旨によりまちづくりを実行する責任者として、誠実に市政

を執行する旨を規定しました。 
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（職員の責務） 

第12条 職員は、全体の奉仕者として、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならな

い。 

２ 職員は、地域の課題に適切に対応するとともに、職務に必要な知識、技能等の向上に努め

なければならない。 

 

  【解 説】 

   職員は、協働によるまちづくりを推進するための担い手であることを自覚し、自ら職務

遂行能力の向上に努めることを規定しました。 

 

 

 （法務政策） 

第13条 行政機関は、市民の要望や地域課題に対応するため、自らの責任において法令解釈を

行い、政策形成できるよう法務体制を充実し、条例、規則等の整備を積極的に行わなければ

ならない。 

 

 

  【解 説】 

   多様化・複雑化する市民ニーズや地域課題に対応するため、関係法令について違反しな

い範囲での、主体的な解釈が求められており、市独自の政策実現のために、積極的に条例、

規則等を制定し活用できる、法務体制の充実について規定しています。 

 

 

 （人事政策） 

第14条 市長は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員を適切に指揮監督し、知

識や能力を持った職員の育成並びに適正な人事評価及び配置に努めなければならない。 

 

 

  【解 説】 

   職員の事務能力の向上等について、【志摩市人材育成基本方針】【志摩市職員研修基本方

針】により、適切な人材育成の実施及び【志摩市職員の人事評価実施規程】に基づく人事

評価を実施し、職員の適正な評価と配置について市長の責務である旨を規定しています。 

 

 

 （公益通報） 

第15条 市長は、法令で定めるところにより、職員の公益通報に関する市政運営上の違法行為

及び公益の損失を防止するよう努めなければならない。 

 

 

   【解 説】 

   公益通報（内部告発）制度は、適正な市政運営に必要なものであり、【志摩市職員等公益

通報取扱規程】の活用により、行政執行の公正性、信頼性等を確保するために規定してい

ます。 
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 （財政運営） 

第16条 市長は、最小の経費で最大の効果をあげられるよう、健全で効率的な財政運営を行わ

なければならない。 

２ 市長は、市民負担のあり方や市有財産の有効活用等を検討するなど自主財源の確保と財源

調達等の工夫をし、財政基盤の強化に努めなければならない。 

３ 市長は、予算の執行状況等財政に関する状況を市民に分かりやすく公表しなければならな

い。 

 

 

   【解 説】 

  市の財政運営の基本を明示するとともに、財産管理も含めた財政政策や税政策等の必要性

も規定しました。また、【志摩市財政状況公表条例】を適正に実践することを規定しました。 

 

 

(意見等への対応) 

第17条 行政機関は、市民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査

し、誠実に答えるよう努めなければならない。 

 

 

  【解 説】 

   行政機関は市民に対する応答責任があることを明記しました。    

 

 

（行政評価） 

第18条 行政機関は、効率的かつ効果的な行政活動を進めるため、常に総合計画等の重要な計

画の目標及び成果を明らかにするとともに、その達成度等を適切に評価し、効果的な事業

の選択及び質の向上並びに財源、人員等の効率的活用を図らなければならない。 

 

 

  【解 説】 

   行政評価は、単に評価の公表だけにとどまらず、政策形成過程における基本的な仕組み

であり、事務等の改善に生かしていくことを規定しました。 

 

 

（監査） 

第19条 監査委員は、市の財務等に係る監査を行うに当たり、事務事業の適法性のほか有効性

及び効率性の評価を踏まえた監査を行わなければならない。 

 

 

   【解 説】 

   監査委員が行う、市の監査について規定しました。 
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第5章 情報の共有 

（情報共有の推進） 

第20条 行政機関は、第5条に規定する市民の知る権利を保障し、市政に関する情報を積極的に

提供するとともに、市政運営に必要な情報の収集及び管理を行い、市民との情報共有に努

めなければならない。 

 

 

  【解 説】 

   協働によるまちづくりに必要不可欠な「情報共有」について、行政機関の義務を規定し

ており、【志摩市情報公開条例】【志摩市情報公開条例施行規則】の適正な実施に努める旨

を規定しております。 

 

 

（個人情報の保護） 

第21条 行政機関は、別に条例で定めるところにより、個人の権利及び利益が侵害されること

のないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等を厳正に行わなければならない。 

 

 

  【解 説】 

   「情報共有」にあたって、その前提となる個人情報の厳正な管理等について、行政機関

の義務を規定しており、【志摩市個人情報保護条例】【志摩市個人情報保護条例施行規則】

の厳正な実施について規定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

第6章 参画及び協働 

（参画の保障） 

第22条 市民は、行政機関における政策形成、実施過程及び評価へ参画をすることができる。 

2  行政機関は、第5条に規定する市民のまちづくりに参画する権利を保障するため、多様な市

民参画制度を整備し、積極的な運用を図らなければならない。 

 

 

  【解 説】 

  行政運営の様々な場面に市民が参画することは、市民自治の原点であり、市民の権利で

あることを規定しました。 

  また、行政機関は市民参画が容易となるよう、色々な手法を整備する義務を規定しまし

た。 
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（参画の形態） 

第23条 行政機関は、別に定めるところにより、前条第1項の規定による参画する機会として次

の各号に掲げる方法のうち事案に応じて必要なものを用いるものとする。 

 (1) 審議会、懇談会等への公募委員の募集 

 (2) 説明会及び対話集会（タウンミーティング）の開催                 

 (3) 意見公募（パブリックコメント等）、アンケート調査等の実施 

２ 行政機関は、前項第2号及び第3号に規定する説明会、対話集会、意見公募、アンケート調

査等で提示された意見には、原則として回答し、公表するように努めなければならない。 

  

 

 【解 説】 

   行政機関は、様々な行政運営の場面における市民参画のひとつの手法として、適切な手

法を用いて実施することを規定しました。 

 

 

（住民投票） 

第24条 市長は、市政に係る重要事項について広く住民の意思を確認するため、必要に応じて

住民投票の制度を設けることができる。 

２  住民投票を行う場合は、その事案ごとに投票権者等の住民投票の実施に必要な事項及び投

票結果の取扱い等を規定した条例を議会の議決を経て別に定める。 

 

 

  【解 説】 

   市の重要な政策判断が必要な事項について、住民に対する最終確認の手段として、住民

投票ができることを規定しました。 

   本条例では、住民の意思を確認する必要が生じた事案ごとに、投票に参加できるものの

範囲等、実施に関し必要な事項等について住民投票条例を制定し、住民投票を実施するこ

とを定めています。 

 

 

（住民投票条例の直接請求） 

第25条 住民のうち選挙権を有する者は、地方自治法第74条の規定により、その総数の50分の

１以上の連署をもって住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。 

 

 

  【解 説】 

   市民参画の重要な手法のため、地方自治法第７４条の規定により住民投票に関する条例

の制定について住民から請求できることを明記しました。 

 

 

（協働の推進） 

第26条 行政機関は、地域の課題を解決するため、自立的に活動する市民の自主性を尊重し、

対等な立場で、協働によるまちづくりを推進する。 
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２ 行政機関は、市民がまちづくりの主体として、より良い活動が行える環境を整備し、まち

づくり活動を促進するための支援に努めなければならない。 

 

 

  【解 説】 

   行政機関は、自ら協働によるまちづくりを推進していくことを認識するとともに、市民

がまちづくり活動を行ううえで、必要な環境整備や支援を行うことを規定しました。 

 

 

 

 

 

 

第7章 市民自治活動 

（市民自治活動の推進） 

第27条 市民は、安心して暮らし続けられる豊かなまちづくりの活動に自主的に参画し、相互

に助け合い、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとする。 

２ 豊かなまちづくりの活動は、公共の福祉の増進に寄与することを目的とし、自主的に組織

されたまちづくり団体が議会、行政機関その他の団体とそれぞれの特性を理解し、互いに尊

重し合い、協働して行うものとする。 

３ 行政機関は、多様なまちづくり団体が自発的かつ自主的に公共的課題の解決、公共的サー

ビスの提供等に取組めるよう適切な措置を講じ、必要な支援を行わなければならない。 

  

 

 【解 説】 

   市民は、自治会等「地縁」による団体、ＮＰＯや市民活動団体等「志縁」による団体の

様々な活動に、自主的に参画し活動すること、各まちづくり団体は互いに尊重し協力する

こと、そして行政機関は新しい公共の担い手となる団体を育成しうる支援を行うことを規

定しました。 

 

 

（地域コミュニティの推進） 

第28条 市民は、地域社会における良好な環境の維持及び増進のため、自主的に自治会等の地

域コミュニティの活動に参画し、地域課題の解決に努めるものとする。 

２ 行政機関は、地域コミュニティの果たす役割を尊重し、その活動を推進するために必要な

支援を行わなければならない。 

 

 

  【解 説】 

   志摩市におけるまちづくりには、自治会等の果たす役割は大きく、行政機関もその活動

を尊重し、【志摩市自治会活動助成金交付要綱】等により必要な支援を行うことを規定しま

した。 
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（市民自治活動の制度化） 

第29条 行政機関と自治会等は、第５条に規定する権利を保障するための一つとして、自ら地

域の課題等を話合い、解決できるよう、協働によるまちづくりを実践する制度を整備しなけ

ればならない。 

 

 

  【解 説】 

   行政機関は、「情報共有」、「市民参画」を実現するシステムの一つとして、その担い手で

ある自治会等と協議・検討のうえ「市民集会システム」を整備するよう規定しました。 

 

 

 

第8章 他の団体及び関係機関との連携 

（他の団体及び関係機関との連携） 

第30条 市は、国及び三重県と対等な立場で連携及び協力し、自治の発展のため、適切な関係

を構築するものとする。 

２ 市は、効率的な自治体運営のため、環境の保全、防災、観光等広域的な課題に取組むため、

他の自治体と積極的に連携及び協力するものとする。 

 

 

  【解 説】 

   国、県と市は上下関係ではなく、適切な関係を構築していく、また、他の自治体とも積

極的に連携・協力していくことを規定しました。 

 

 

第9章 条例の実効性を確保する仕組み 

（まちづくり基本条例推進委員会の設置） 

第31条 市長は、市民自治をより推進するため、この条例の運用状況を把握し、適切な運用を

図るため志摩市まちづくり基本条例推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 前項に規定する委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

  【解 説】 

   本条例は、まちづくりの基本理念、基本的ルールを定めたものであり、実際の施策や活

動の中で市民に活用・実践されなければなりません。そこで本条例の運用状況を調査し、

制度の充実・実効性を確保するための組織を設けることを規定しました。 

 

 

 (この条例の検討及び見直し) 

第32条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、社会及び経済情勢の変化に対応

しているか検討のうえ、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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  【解 説】 

   本条例は、時代の変化に応じて、市民によって守り育てて行くべきであり、その検討及

び必要な措置を講じるには、市民参画を経て行う必要があります。 

 

 

 （委任） 

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

  【解 説】 

   この条例の施行に関し、必要となる規則等は、別に定められるよう規定しています。 

 

 

   附 則 

 この条例は、平成20年8月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年12月12日 改訂 

令和 3年 2月24日 改訂 

 

～ 地域の絆・人と人とのつながりを大切に ～ 
 

志摩市役所 市民生活部 人権市民協働課 

【TEL】 0599-44-0227   【FAX】 0599-44-5260 

【e-mail】 jinkenshimin@city.shima.lg.jp 

 

 

SDGs（エス・ディ・ジーズ）の達成に向けて 

SDGsは、平成 27（2015）年 9月に国連で採択された「持続可能な開発のための 2030アジェン

ダ（行動計画）」に記載された、国際的な取組目標である「持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals）」の略です。 

持続可能な世界を創出するために、2030年までに全ての国や地域で取り組むべき 17の目標と

それを達成するための 169の具体的な取組内容、取組の成果を計るための 232の指標で構成され

ています。 

政府は、SDGs の達成に向け、全国の地方自治体及びその地域で活動するステークホルダーに

よる積極的な取組の推進が不可欠であるとし、各地方自治体に対し、各種計画等に SDGsの要素

を最大限反映することを奨励しており、SDGs 未来都市として持続可能なまちづくりを進める志

摩市においても、SDGsに掲げられている 17の目標について、取組を進めます。 


